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新学期も始まり３週間が過ぎました。１年生は、学校生活のリズムに慣れてきたでしょうか？

１日１日を頑張るのが精一杯かもしれませんが、早く慣れ色々な体験を通して、力強く成長して

いくことを期待しています。

２年生のみなさん、６月には初めての校外実習が始まります。不安や緊張があるかもしれませ

んが、学校で学んできたことをいよいよ実践するときが来ました。消極的にならずに取り組める

ことが重要になってきます。良い評価がもらえるように頑張ってください。

３年生のみなさん、残る２回の実習で卒業後の進路を決めていかなくてはなりません。施設就

労の場合は保護者としっかり相談して、自分に合っている施設を絞り込んでください。一般就労

を目指している人たちは、今まで培ってきたものを全力で出せるようにしましょう。焦りは禁物

ですが、「会社にとって望まれる人」になれるよう頑張りましょう。

（過去４年分）

一般就労 就労移行 就労継続 生活 その他 計

介護

平成29年度 １５ １６ ５ ２ ０ ３ ４１

平成30年度 ２４ ０ １ ８ ０ ２ ３５

令和元年度 １７ ７ １ ８ ０ １ ３４

令和２年度 ２４ ７ ４ ８ ２ １ ４６

（1）福祉サービス事業所 ２１名

就労移行 ７名 ①ワークハウスみやま ２名 ②麦わら屋 ２名 ③アルモニ

④ワークフォー高崎 ⑤チャレンジドジャパン前橋センター

就労継続Ａ ４名 ①きぼう ②エコハンズ ③オーブ ④ハニービー渋川

就労継続Ｂ ８名 ①こせら(パン工房えん) ②まほろ ２名 ③とらっぱ

④ホープ高崎 ⑤アルエット ⑥麦のゆめ ⑦なずな

生活介護 ２名 ①らいず ②ウエルク高崎

（2）一般就労 ２４名

①パーソルサンクスまえばし彩工房 ②日本カーリット株式会社群馬工場

③株式会社ドンレミー榛名工場 ④株式会社シー・アンド・エス

⑤株式会社エーコープ関東 ⑥株式会社ジーシーシー自治体サービス

⑦ヤマト運輸株式会社群馬主管支店 ３名 ⑧株式会社ベルク

⑨元気寿司株式会社 ⑩株式会社ベイシア ２名 ⑪株式会社東京アクティ ２名

⑫富士化学株式会社 ⑬トヨタカローラ群馬株式会社 ⑭株式会社ジンズノーマ

⑮株式会社前橋ＬＩＸＩＬ製作所 ２名 ⑯株式会社しみず

⑰国立大学法人群馬大学荒牧地区環境美化室 ⑱株式会社カワチ薬品

⑲株式会社カインズ

（3）未定 １名（健康上の理由から）



（１年生向け）

卒業後の進路先は大きく分けると、①福祉就労、②一般就労の２つに分かれます。①の福祉就

労は、福祉サービス事業所（「施設」という呼ばれ方もします）で働くことです。②の一般就労

は会社や工場等で働くことです。（正社員はほとんどなく、パート採用が多い。数年働いて正社

員になる場合もあります。）

①の福祉就労ですが、福祉サービス事業所のサービスの内容について説明したいと思います。

本校の卒業生が利用するサービスのほとんどは「就労移行」、「就労継続B型」、「就労継続A型」

の3つです。

今後、「障害者福祉制度のごあんない」が配付されます。（2、3年生はぐんまちゃんのイラス

トのある白い表紙の冊子です。）その冊子のP５７～P６５の障害福祉サービス事業所を参考にし

て、どこにどんなサービスをしている事業所があるかご確認ください。ホームページがある事業

所も多いので、内容を知りたい事業所がありましたら、インターネットで検索すると具体的にわ

かる場合があります。見学も可能かと思います。見学のお願いは直接保護者から事業所にできま

すし、不安な場合は学校に相談をしてください。

進路先として考えたい施設がありましたら、３者面談等で２、３年次の就業体験先として希望

を担任にお伝えください。２、３候補を挙げてもらえるとよりよいと思います。必ずとはいえま

せんが、希望が叶い実習できる可能性は高いと思います。

※次回、「アセスメントとは？」

１ 就労移行

・ 期限があり、2年以内に就職をすることを目指して訓練するところです。訓練内容

は、作業が中心だったり、ビジネスマナーやパソコンを勉強して就職につなげたりす

るところもあります。本人の希望や様子を見て企業に実習に行くので、意外に早く就

職することもあります。（在学中、マッチングせず卒業後、就労移行に行き３ヶ月後

には一般就労に繋がった例もあります。）

３ 就労継続Ｂ型

・ 就職を考えないわけではないが、まずは落ち着いて働くことを目的にしています。

作業を中心にしている事業所が多いですが、創作活動などを取り入れているところも

あります。就労移行も就労継続B型も作業の工賃は一般就労した場合の給料よりもだ

いぶ少なくはなりますが、本人の気持ちの安定など様々なことを考慮しながら働かせ

てくれます。（最終的にB型利用の際には、アセスメントが必要となります。）

２ 就労継続Ａ型

・ 基本的に群馬県の定める最低賃金（R2．10月現在、時給８３７円）が支払われま

す。ただ比較的短時間の労働時間の事業所が多いです。また最低賃金は必ず支払うと

いうところと最低賃金の除外申請を行う可能性のあるところもあります。作業内容も

様々です。希望する事業所で２、３年次の就業体験で実習し、マッチングを確認した

うえで担任を通して詳細な情報を得ることが大切です。


